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はじめに 

 
この報告書は、令和元年度「協議会による普及啓発活動」の成果概要を記述

したものである。 

 
当会では、違法伐採問題に対処するため、平成 18 年度から木材関係団体等

の協力も得ながら「違法伐採総合対策推進事業」など関連事業に取組んできた。

林野庁が平成 18 年に定めた「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のた

めのガイドライン」に基づき、現在では全国 150 の認定団体から認定を受けた

約 12,000 の事業者が合法木材を供給している。さらに、この取組が始まってか

ら 10 年後の平成 28 年 5 月に、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する

法律（クリーンウッド法）」が成立し、合法木材を取り巻く環境も大きな転機を

迎えることとなった。 
この法律を適切に運用していくためには、合法伐採木材を使うことの意義を

木材関連事業者のみならず、広く一般の消費者にも正しく理解してもらうこと

が重要になってくる。今年度の事業では、木材関連事業者、消費者向けの普及

活動を実施するとともに、全国及び地方で合法伐採木材利用促進のための協議

会を開催して検討を行った。 

 
本報告書がクリーンウッド法の理解・普及と、合法伐採木材の一層の利用の

促進のための一助になれば幸いである。 

 
令和 2 年 3 月 

 

                一般社団法人 全国木材組合連合会 
                      会長 鈴 木 和 雄 
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第１章  概 要 

 
１ 事業の骨子 

 
平成 18 年に林野庁が定めた「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明の

ためのガイドライン（以下ガイドライン）」に基づき合法証明がなされた木材・

木材製品（以下「合法木材」という。）の供給体制は、令和 2 年 3 月末で 12,000
社を超え、全国各地でその整備が進展している。合法木材は、グリーン購入法

に基づく公共調達の対象となっているのみならず、一般住宅についても建築施

工や木材製品の製造に係る幅広い関係者に普及拡大している。 
また、平成 29 年 5 月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律

（クリーンウッド法）が施行され、木材関連事業者は、自らが取り扱う木材、

木材製品について、その合法性を確認することが求められることとなった。こ

の法律の中で新たに登録制度がつくられ、登録木材関連事業者の数も令和 2 年 3
月時点で 400 社を超えるまでに増えてきた。 
このような状況の中、クリーンウッド法に基づいた合法伐採木材の確認を行

う際の課題や、実効性が高く効率的な取組とするための工夫・方策等について

意見交換・情報交換等を行うための全国及び都道府県レベルでの協議会を開催

するとともに、広く事業者・一般消費者へのクリーンウッド法の意義や合法伐

採木材の理解・周知のための普及啓発活動を行った。 

 
２ 取り組みの成果と報告書の構成 

 
（１）全国レベル及び都道府県レベルの協議会の開催（第 2 章） 

林野庁ガイドラインに基づく合法木材供給事業者認定団体等、登録実施機

関、クリーンウッド法に関する海外調査事業実施団体等による、合法伐採木

材利用促進全国協議会を年度内に 2 回（8 月、2020 年 3 月）開催した。 
また、全国協議会の開催を受けて、都道府県レベルで合法伐採木材の利用

促進を進めるための認定団体等からの出席者からなる地方協議会を、全国 5
カ所（北海道、宮城県、山梨県、富山県、宮崎県）で開催した。 

 
（２）全国レベルでの合法伐採木材等の普及啓発活動（第 3 章） 

事業者及び一般消費者に広く合法伐採木材の普及を行い、クリーンウッ

ド法の周知を進めて合法伐採木材の利用促進を図るための全国レベルの展

示会に出展して普及啓発活動を実施した。 
① ウッドワンダーランド 2019（日本木工機械展の併催展示会） 
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2019 年 10 月 ポートメッセなごや（愛知県名古屋市） 
② Japan Home & Building Show 2019 ふるさと建材・家具見本市 

 2019 年 11 月 東京ビッグサイト（東京都江東区） 
③ WOOD コレクション（モクコレ）令和元年 

 2019 年 12 月 東京ビッグサイト（東京都江東区） 
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全国レベルの協議会
の開催

都道府県レベルの協議会の
開催

全国レベルの展示会での普及啓発

2019年4月

５月

６月

７月

８月
29日　全国協議会

（第1回）

９月

１０月 3～6日　ウッドワンダーランド2019

１１月
13～15日　Japan Home & Building
Show 2019

１２月
10～11日　　Woodコレクション（モク

コレ）令和元年

2020年1月 24日　地方協議会（宮崎県）

２月
地方協議会（5日：宮城県、7
日：富山県、14日：山梨県）

３月
6日　全国協議会

（第2回）
10日　地方協議会（北海道）

令和元年度協議会による普及啓発活動事業　＜年間スケジュール＞
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第２章  全国レベル及び都道府県レベルの協議会の開催 

 
１ 合法伐採木材利用促進全国協議会の開催 

（１）開催概要 
クリーンウッド法の円滑な運用に資するとともに、合法伐採木材の利用を促

進するための方策・課題等を検討するための協議会（合法伐採木材利用促進全

国協議会）を設置し会議を 2 回（8 月、2020 年 3 月）開催した。 
全国協議会には、林野庁ガイドラインに基づき全国を対象として合法木材供

給事業者の認定を行っている認定団体、登録実施機関、クリーンウッド法の海

外関連情報の調査事業実施団体、環境 NGO 等からそれぞれ約 30 名が出席した。

また、主管官庁（林野庁、経済産業省、国土交通省）からも担当者に出席いた

だき、出席者と合法伐採木材利用促進の課題等について検討を行った。 

 
（２）開催結果報告 
１）第 1 回合法伐採木材利用促進全国協議会 
【主 催】  一般社団法人 全国木材組合連合 
【日 時】  2019（令和元）年 8 月 29 日（木） 15 時 00 分～16 時 30 分 
【場 所】  商工会館 6 階 G 会議室 
     東京都千代田区霞が関 3-4-2 
【参加者】（敬称略） 
〇合法木材供給事業者中央認定団体 

日本合板商業組合 常務理事兼事務局長 金井 誠 

日本合板工業組合連合会 専務理事 川喜多 進 

日本プリント・カラー合板工業組合 事務局 前島 礼子 

日本木材輸入協会 専務理事 岡田 清隆 

（一社）木材表示推進協議会  審査委員長 喜多山 繁 

〃       事業部長 細貝 一則 

全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会 専務理事 矢内 公男 

全国森林組合連合会 林政担当部長 石澤 尚史 

      〃   林政・指導課担当課長 清水 俊雄 

日本集成材工業協同組合 専務理事 清水 邦夫 

（一社）全日本木材市場連盟 専務理事 小合 信也 

      〃       事務局長 立花 登 

全国素材生産業協同組合連合会（兼 全国国有林造林生産業連絡協議会） 

事務局長 山下 誠 

（一社）日本林業経営者協会 専務理事 山﨑 信介 
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（一社）全国木材市売買方組合連盟 事務局長 草野 洋 

（一社）全国木造住宅機械プレカット協会 常務理事 下堂 健次 

（一社）日本 LVL 協会 事務局長 小原 文悟 

（一社）日本フローリング工業会（兼 日本複合・防音床材工業会） 

 専務理事 阿久津 聡 

全国木材チップ工業連合会 専務理事 大迫 敏裕 

（一社）日本オフィス家具協会 事務局長 斎藤 忠廣 

（一社）日本家具産業振興会 専務理事 丸山 郁夫 

（一社）ウッドマイルズフォーラム 理事長 藤原 敬 

〇クリーンウッド法登録実施機関 

（公財）日本合板検査会 専務理事 尾方 伸次 

      〃     登録部長 坂本 龍二 

（公財）日本住宅・木材技術センター 首席研究員 辻 祐司 

（一財）日本ガス機器検査協会 環境検証室長 柳澤 衛 

（一財）日本森林技術協会 CW 法登録業務室 三宅 芳博 

（一社）北海道林産物検査会 事務局長 南田 英樹 

〇海外調査機関 

（一社）日本森林技術協会 事業部国際協力 G主任技師 松本 淳一郎 

（公財）地球環境戦略研究機関（IGES） 主任研究員 山ノ下 麻木乃 

〇環境 NGO 

国際環境 NGO FoE Japan 理事 三柴 淳一 

〇主管庁 

経済産業省製造産業局生活製品課 課長補佐 高橋 秀彦 

国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室 課長補佐 一重 喬一郎 

林野庁林政部木材利用課 課長 長野 麻子 

     〃     林業・木材産業情報分析官 河野 晃 

     〃     合法伐採木材利用推進班 課長補佐 山嵜 康司 

     〃     企画調整担当専門職 楠 祐馬 

 

【プログラム】 
 開会 15:00 
挨拶 
１． クリーンウッド法の進捗状況について 

 説明：林野庁木材利用課 
２． 合法伐採木材の利用促進に向けた事業者・消費者への普及活動等に関

する意見交換 
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３． その他 
 終了 16:30 

 
会議の内容（議事と主な質疑・意見等）は次の通り。 
① クリーンウッド法の進捗状況について 

林野庁より、資料 4（クリーンウッド法の進捗状況について）により説明があ

った。 
［主な質疑・意見］ 
〇クリーン購入法のクリーンウッド法への対応については、従来の林野庁ガイ

ドラインに基づく認定事業者による合法証明のスキームを活かしながら一緒に

発展させていくような工夫が必要であると考える。 

 
② 合法伐採木材の利用促進に向けた事業者・消費者への普及活動等に関する意

見交換 

［主な質疑・意見］ 

〇今までは、林野庁ガイドラインに基づく合法証明書を出すため、事業者はサ

プライヤーにいろいろな情報提供を要求してきた。これは、合法木材供給事

業者認定団体が集まってやってきた取組である。今は、クリーンウッド法と

ダブルトラックの状態でやっているが、両者の関係をサプライヤーなどにど

うやって説明していくのか。建築関係の事業者にも理解してもらって、進め

ていくための方策を検討したい。クリーンウッド法ができて、それまではモ

ノの証明であったものが、法律では人が確認するということに考え方が変わ

ってきた。合法伐採木材から外れたものをどうやって排除していくか。みん

なで考えていきたい。 
〇外国に日本の取組を紹介して理解してもらうことについては、企業が単独で

外国の政府やサプライヤー等に説明するのは大変である。ガイドラインを作

った時は、政府が外国へ行って現地の政府やサプライヤーに説明する機会を

何度も持った。クリーンウッド法では、そのような活動を行っているのか。 
→（林野庁）APEC 等の国際会議の場で、日本の法律や違法伐採対策について

説明しており、本年 8 月中旬、APEC（EGILAT）の会議がチリであり、説

明をしている。また、今年６月に開催されたアジア・パシフィック・フォレ

スト・ウィークというイベントの中で、米国・豪州・中国等の政府・研究者、

NGO 等に対して説明をしている。さらに、日・EU や日・韓といった 2 国間

の協議の場で相手国政府に対しては説明をしてきている。 
〇林野庁ガイドラインの時には、「これからは何が求められるようになるか。」

といった説明を現地のサプライヤーに対してやってきた。クリーンウッド法
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でも、是非このような取組をしてほしい。 
〇クリーンウッド法の法律、省令、基本方針等の文書は外国語で公表している

のか。 
→（林野庁）クリーンウッド・ナビ HP で英語に翻訳したものを掲載している。 
〇クリーンウッド法では、木材関連事業者から素材生産業者が外れているが、

素材生産業者もカバーして国がチェックできるような体制とすべきである。

クリーンウッド法で確認すべきは、伐採時点での合法性が守られているかと

いうことだけだが、外国では現地の労働条件の改善や生態系の保護といった

観点も対象となっている。合法性に加えて持続可能性を含んだ形にしてほし

い。 
→（林野庁）持続可能な森林経営という話では、今年から登録木材関連事業者

からの年度報告があがってくることになっているので、どの程度合法性確認

がカバーされているのかがわかると思う。また国産材については、森林法を

守っていれば持続可能性は担保されていると考えている。SDGｓを目指すこ

とについては、今後ますます強まる方向にあり、緩くなることはないと考え

ている。 
→（林野庁）木材関連事業者に素材生産業者が入っていないが、日本国内の素

材生産業者を入れると、外国の素材生産業者も入れざるを得ず、そうなると

トレースが極めて困難になる。 
〇持続可能性の定義については、諸説あり特定が難しい。東京オリンピック・

パラリンピックのときには、別の指標を作って判断した。いろいろな指標が

乱立すると、消費者にとってはわかりにくくなる。 
〇事業者からよく聞くのは、従来の林野庁ガイドラインとクリーンウッド法の

判断基準が微妙に違うということ。法律見直しの際には、わかりやすく一本

化されることを望む。日本の木材流通は、サプライチェーンが長い。ガイド

ラインでは、途中で証明の連鎖が切れてしまうとそこから先は全て証明がで

きない。川上と川下に同じレベルを求めるのではなく、川上側はレベルを上

げて川下側は下げるような措置が必要。第二種木材関連事業者の行う確認は、

受動的で、事業者にとってやるインセンティブがない。 
→（林野庁）登録している・いないにかかわらず確認して分別管理する、とい

うのがクリーンウッド法。罰則はないが、講ずべきこととなっている。実態

としてやられていないのなら、法律が理解されていないということ。 
〇登録していない事業者については、実態が把握できない。そういうところを

どうすくい上げるかが問題。 
〇PEFC の CoC 認証を取得している工務店に話を聞きに行ったところ、主要構

造材の 8 割は FSC 認証材だった。そこでは、自社でルールを作り、決まった
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ところからしか仕入れない、とのことだった。また、森林組合や原木市場な

どでは、合法木材、バイオマス証明材、県産材認証材など多くの種類の分別

管理が必要になって、いくつもの土場を確保するのが大変だという話を聞い

た。分別して証明書をつけたからと言って高く売れるわけではない。 
〇インドネシアでは、日本の支援により原木 1 本 1 本をバーコードで管理する

システムを作ったがそれを日本に取り入れてはどうか。 
〇林野庁ガイドラインを動かしている事業者にもいろいろな規模の事業者がい

る。大企業の中には、社外からの評価を上げるため、SDGｓや ESG といっ

た指標を導入したり、監査担当者も入れてきちんとやっているところもある

が、木材の場合にそれをやると膨大なコストがかかる。木材業界では小規模

な事業者が圧倒的に多く、そのような仕組みを導入しにくい。ガイドライン

の団体認定の仕組みを、クリーンウッド法でも継続してやっていけるように

してほしい。 
〇主管庁が設置した「クリーンウッド法推進連絡会議」では、具体的にどんな

ことが話し合われたのか。 
→（林野庁）クリーンウッド・ナビ HP の充実、登録に向けたインセンティブ

の創出、登録促進のためのセミナー・相談会の実施、民間団体や企業（商社）

などとの意見交換の実施、信頼性確保のためにどんなことができるかといっ

たことについて話した。 
〇（登録実施機関）供給の連鎖が見えにくい。登録の申請者から供給者につい

ての情報があがってこない。また、あがってきた情報の詳しさに差がある（中

国産のものを輸入しても、それがどこから供給されたものかの情報を提供す

る申請者としないところがある）。次回改定の時にその辺を見えるように変え

るべき。登録する時、組織を登録するのか、製品（木材自体）を登録するの

かがわからなくなっている。製品を登録しても、事業者は「うちは登録事業

者…」という説明をする。 
→（林野庁）第二種木材関連事業で部署・製品単位で登録できるようにしたの

は、扱い品目の多さを考慮し徐々に登録内容を広げられるようにしたため。 
〇海外の人へのクリーンウッド法の PR について、海外で実施される展示会に出

展して説明したり、HP に外国語で登録事業者を紹介してはどうか。 
〇クリーンウッド法を国の方でどのようにしたいのかが見えてこない。何年で

どのくらいのことをやろうとしているのか。我々と省庁で一緒に検討するた

めにも、本日の会議の様な話し合いをもっと回数を増やし、時間も取ってみ

んなが意見を言えるような機会を作ってほしい。 

 
最後に、経産省、国交省の方からご意見をいただいた。 
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経済産業省：施行から 2 年が経過し、運用も軌道に乗ってきた感じがする。消

費者も含めた多くの人に知ってもらうことが重要。まだ、認知度は高くない

が地道な取り組みが必要。5 年後の見直しについては、より使い易いものに

なるよう皆さんにご意見をいただきたい。 
国土交通省：本日の議論は、川上・川中が中心であった。合法伐採木材を利用

することに異を唱える人はいないと思うが、本日のご意見を踏まえると、そ

の手段を効果的、効率的にするには検討の余地があるという印象を受けた。

川下の建築関係の事業者団体からは、上流側から合法伐採木材の供給がない

と取り組んでいくことが難しいというご意見を頂く。国交省でもできるとこ

ろからやっていくということで、ハウスメーカーや工務店が施主に対してク

リーンウッド法を説明するための資料を作成する事業を行うこととしている。 

 
 

  

 第 1 回合法伐採木材利用促進全国協議会の様子 

 
 
２）第 2 回合法伐採木材利用促進全国協議会 
【主 催】  一般社団法人 全国木材組合連合 
【日 時】  2020（令和 2）年 3 月 6 日（金） 10 時 30 分～12 時 00 分 
【場 所】  商工会館 6 階 G 会議室 
     東京都千代田区霞が関 3-4-2 
【参加者】（敬称略） 
〇合法木材供給事業者中央認定団体 

日本合板商業組合 常務理事兼事務局長 金井 誠 

日本プリント・カラー合板工業組合 事務局 前島 礼子 

全国銘木連合会 常務理事 酒井 彰 

日本木材輸入協会 専務理事 岡田 清隆 
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（一社）木材表示推進協議会  会長 岡野 健 

全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会 専務理事 矢内 公男 

日本集成材工業協同組合 事務次長 藤田 誠三 

（一社）全日本木材市場連盟 専務理事 小合 信也 

      〃       事務局長 立花 登 

全国素材生産業協同組合連合会（兼 全国国有林造林生産業連絡協議会） 

事務局長 山下 誠 

（一社）日本林業経営者協会 専務理事 山﨑 信介 

（一社）全国木材市売買方組合連盟 事務局長 草野 洋 

（一社）全国木造住宅機械プレカット協会 常務理事 下堂 健次 

（一社）日本 LVL 協会 事務局長 小原 文悟 

（一社）日本フローリング工業会（兼 日本複合・防音床材工業会） 

 専務理事 阿久津 聡 

全国木材チップ工業連合会 専務理事 大迫 敏裕 

（一社）日本家具産業振興会 専務理事 丸山 郁夫 

（一社）日本家具保証協会 代表理事 岡本 真二 

（一社）ウッドマイルズフォーラム 理事長 藤原 敬 

〇クリーンウッド法登録実施機関 

（公財）日本合板検査会 専務理事 尾方 伸次 

      〃     登録部長 坂本 龍二 

（公財）日本住宅・木材技術センター 首席研究員 辻 祐司 

（一財）日本ガス機器検査協会 森林・EPA グループ 片瀬 健太郎 

（一財）日本森林技術協会 CW 法登録業務室 三宅 芳博 

（一財）建材試験センター 製品認証本部木材関連登録業務室長 鈴木 敏夫 

（一社）北海道林産物検査会 事務局長 南田 英樹 

〇海外調査機関 

（一社）日本森林技術協会 事業部国際協力グループ 中村 有紀 

（公財）地球環境戦略研究機関（IGES） 研究員 藤崎 泰治 

（一社）全国木材検査・研究協会 調査研究部長 小澤 眞虎人 

       〃        総務部長 佐々木 亮 

〇環境 NGO 

国際環境 NGO FoE Japan 理事 三柴 淳一 

〇主管庁 

国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室 課長補佐 一重 喬一郎 

          〃          係員 櫛田 寛子 

林野庁林政部木材利用課 課長 長野 麻子 
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     〃     林業・木材産業情報分析官 河野 晃 

     〃     合法伐採木材利用推進班 課長補佐 山嵜 康司 

     〃     企画調整担当専門職 楠 祐馬 

 

【プログラム】 
 開会 10:30 
挨拶 
１． クリーンウッド法に関する取組状況及び今後の取組予定等について 

 説明：林野庁木材利用課 
２． 地方協議会の実施状況等について 

 説明：全木連 
３． 合法伐採木材の利用促進に向けた事業者・消費者への普及活動等に関

する意見交換 
４． その他 

 終了 12:00 

 
会議の内容（議事と主な質疑・意見等）は次の通り。 
① クリーンウッド法に関する取組状況及び今後の取組予定等について 

林野庁より、資料（クリーンウッド法に関する取組状況について）に基づ

き説明があった。また、資料（平成 30 年度登録木材関連事業者の年度報告

とりまとめ結果【暫定集計版】）に基づき、初めてとなる年度報告結果の概

要について精査途中の暫定版との断りの上、説明があった。 
［主な質疑・意見］ 
〇今回初めて出された年度報告のとりまとめ結果は、今後どのような形で外部

に発信していく予定か。 
→（林野庁）本日の報告は、現在情報を精査している暫定版となる。今後、内

容を精査した上でクリーンウッド・ナビ HP に掲載していく予定。また、来

年度以降も毎年のとりまとめ結果をクリーンウッド・ナビ HP に掲載してい

く予定。 
〇今回の報告について、集計結果を精査しているとのことであるが、「合法性の

確認ができた割合」が 100％となったものについては、「安心だからもうやら

なくてよい。」となることが懸念される。 
→（林野庁）今回初めてのとりまとめということで、登録実施機関も我々も非

常に苦労した。「合法性の確認ができた割合」については、なぜそのような数

字になったのかの原因も含めて、今後登録実施機関とも協議していきたい。

確かに今回は、集計した事業者数について言えば、林野庁ガイドラインの団
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体認定事業者の数に比べて少ない。今後は、第 1 種の事業者の登録を増やし

ていきたい。我々としてもできる限りのことはやっていきたい。 
〇データを取りまとめるにあたって明らかになった難しさに対して、今後どの

ように対処していくのか。 
→（林野庁）登録実施機関の意見も聞きながら対処していきたい。 
〇第一種木材関連事業では、樹種も報告することになっているが、樹種はどこ

まで細分化していくのか。同じ樹種でも国によって名前が異なるものもある。

また、「伐採国」とは、その木が伐採された国なのか、それとも加工された国

なのか。 
→（林野庁）樹種については、事業者からの報告に基づいて整理している。今

回の集計でわかってきた問題は、登録実施機関とも相談しながら改善してい

きたい。 
〇報告の仕方についての指針のようなものを作ってほしい。ベトナムのラバー

ウッドなどは、廃材を活用したもので、グリーン購入法では、合法性の証明

の対象となっていない。ただし、最近ではバイオマス燃料として輸入量が増

えている。バイオマス証明の基準も含めて整理していただければありがたい。 
→（林野庁）リサイクル品は合法性確認の対象外だが、確認をしてはいけない

ということではない。事業者によっては、取り扱っているものすべてについ

て報告してきているところもあり、そういったものも含めて集計している。

集計結果に載っているからといって、すべて法律の対象となるわけではない。 

 
② 地方協議会の実施状況等について 

全木連より、資料（地方協議会の実施状況等、リーフレット、パンフレッ

ト等）に基づき今年度事業の実施結果について説明があった。 
［主な質疑・意見］ 
〇セミナーをやっていない県、全木連が行っていない県はあるのか。木材業界

以外の人にもクリーンウッド法の説明を聞いてほしい。 
→（全木連）林野庁ガイドラインの団体認定事業者研修も兼ねてセミナーを行

っているので、少なくとも更新期間が来る 3 年に一回はすべての県で実施し

ている。建築関係の事業者への周知については、木材利用に関する設計士等

の集まりに呼ばれた際、クリーンウッド法の話もするようにしている。森林

認証についても、オリンピック・パラリンピックの関係で認知度が高まった。

合法伐採木材についても、クリーンウッド法という切り口ではなく、ウッド・

チェンジに代表されるような「木材を使っていこう」という切り口の中で、

合法性が確認できた木材というアプローチもある。川下側の木材に対する関

心は確実に高まっている。「木材とはどういったもので、どうやったら使える
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のか」と設計士や建築関係者から聞かれることも増えているが、そのときに

合法伐採木材のことも伝えられるとよい。 
〇地方協議会の主な意見の中にもあったが、クリーンウッド法の話は国産材だ

けを取り扱っている事業者にはピンとこない、という意見は多く聞かれると

ころ。最近では、日本からの木材輸出も増えており、そういったときにクリ

ーンウッド法の取組は役に立つという説明ができるとよい。外国の NGO な

どが日本に来た際に、全木連からもそういった観点で PR してもらえると効

果があるのでは。 
→（全木連）今まで、輸出業者に向けての話はしてこなかった。木材輸出に関

しては、地域的な偏りが非常に大きい。また、素材で輸出されるものがほと

んど。海外からどれだけのニーズがあるのかよくわからないところもある。

以前に、インドネシアやフィリピンから日本の違法伐採対策について問い合

わせがあったときは、林野庁ガイドラインを翻訳した資料を渡して理解して

もらった。今後はクリーンウッド法についてもそういう方法が必要かもしれ

ない。 

 
③ 合法伐採木材の利用促進に向けた事業者・消費者への普及活動に関する意見

交換 
〇今回の登録事業者からの報告とりまとめに当たっては、林野庁、登録実施機

関の方が大変苦労されたことが分かった。エンドユーザーが「木とはどんな

ものか」ということがわかることが重要。木を選ぶと、他の材料を選んだ時

と何が違ってどう変わってくるのかを知ってもらうことが必要。樹種が違う

と耐久性が違ってくる。そういう常識を我々自身が持っていない。どうやっ

たら消費者が関心を持ってくれるかを考える。この事業は、我々の生活を支

えてくれる木材を選ぶときに気を付けることを知ってもらうための、息の長

い活動が必要となる。 
〇樹種をきちんと表示することは非常に重要で、消費者にとってもメリットが

ある。今後は、樹種として何を表示していくのかを決めていくことも必要。 
→（林野庁）今回のとりまとめでは、集計の際に非常に苦労した。どのように

取引されているかの実態を把握して整理していく必要もある。登録する人は、

一歩進んで取り組んでいる人と考えて登録を増やしていきたい。登録すると

余計な手間ばかりかかる、ということでは登録は増えない。 
昨年の 4 月から 6 月にかけて登録が急に増えたのは、外構部の木質化対策支

援事業のおかげ。具体的なメリットがあれば、登録は増える。 
〇別事業で登録推進のための運営委員会を開催した、と説明があったが、この

委員会で登録推進のためのどのようなことを決めたのか。 
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→（全木連）運営委員会では、この事業の効果的な進め方や、この事業で作成

する普及資料についての検討を行った。 
〇今後登録をしてほしい人はどのような人なのか。大手企業・中小企業なのか

第一種・第二種なのか。ターゲットを明確にすることによって、とるべき方

法も違ってくる。 
→（林野庁）まずは大手企業から、第一種事業から登録してほしい。 
〇5 年度の見直しに向けて、環境省の環境 DD（デューデリジェンス）の検討会

議にも関連付けて考えてもらうとよい。各企業で作成している環境報告書は

内部統制システムの上に作成されている。大手企業はコストも人もかけてそ

う言ったことに取り組めるが、中小はそうはいかない。今回の外構部の木質

化対策支援事業は、登録事業者が増えるきっかけとなったので、このような

事業を継続してもらいたい。制度としては、クリーンウッド法の DD と環境

DD を何らかの形で結び付けていくと、今後企業の経済活動の中にも合法伐

採木材の利用が組み込まれていくのではないか。 
〇クリーンウッド法のように法律を作って上からやらせる方法もあるが、北米

の SPIB の取組は、認証する団体を民間企業が作っている。どうやったら売

れるのか、商売をする人と一緒に国が考えていく必要がある。 
→林野庁ガイドラインの合法木材については、業界の取組であったが、外国で

も米国の AHEC などそれに対応した動きがあった。 

 
最後に国土交通省、林野庁から一言ずつコメントをいただいた。 
国交省：クリーンウッド法に関する国土交通省の取組としては、日本住宅・木

材技術センターが補助事業により、建築事業者に対するアンケートを実施し

た。その結果によると、施主などの一般消費者にクリーンウッド法の認知を

広めていく必要があることがわかったが、そういった人たちに法律や合法伐

採木材利用の意義を説明するのは難しい。そこで、エンドユーザー向けにク

リーンウッド法に関するリーフレットを作成して、事業者に配布することと

している。 
林野庁：クリーンウッド法の取組を 3 年やってきたが、法律を作ってきちんと

この問題に対応していることを胸を張って外国に言えるようこれからもやっ

ていきたい。行政のみならず、業界団体にも協力してもらいながら進めてい

きたい。 
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 第 2 回合法伐採木材利用促進全国協議会の様子 

 
 

２ 都道府県レベルの協議会（地方協議会）の開催 

（１）開催概要 
前記１の全国レベルの協議会の開催を受けて、都道府県レベルで合法伐採木

材の利用促進を進めるため、地方協議会を全国 5 カ所（北海道、宮城県、富山

県、山梨県、宮崎県）で 2020 年 1 月～3 月にかけて開催した。（昨年度の事業

では、山梨県と宮崎県の 2 カ所で開催） 
地方協議会には、林野庁ガイドラインに基づく合法木材供給事業者認定団体

（県木連、県森連、県素協等）、木材地区組合、建築・建設団体、行政関係者等

が参加して、合法伐採木材の利用促進のための課題を話し合い、情報交換・意

識の共有をするとともに、地方における普及啓発活動についての検討を行った。 
また、協議会の中には、登録木材関連事業者の企業の方を呼んで講演をして

もらったところもあった。 

 
（２）開催結果報告 
以下に、会議の開催順に概要を示す。 
① 宮崎県での実施 
・会議の開催（合法伐採推進協議会幹事会） 

開催日：2020 年 1 月 24 日（金）宮崎市内で開催 
出席者：県森連、県素材生産協、県木連 

   ※合法伐採の必要性の PR 方法について協議 
② 宮城県での実施 

・会議の開催 
  開催日：2020 年 2 月 5 日（水） 

場所：ホテル白萩「さつき」（宮城県仙台市） 
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出席者：県森連、森林整備事業協同組合、県木材チップ工業会、県木協、

全木連 
③ 富山県での実施 

・会議の開催 
  開催日：2020 年 2 月 7 日（金） 

場所：パレブラン高志会館（富山市） 
出席者：森林管理署、行政（富山県農林水産部）、県素材生産組合、県

建築設計監理組合、県森連、県サプライチェーンマネージメント推

進フォーラム、県木連、全木連 
※富山県合法木材普及促進地域協議会規約を巻末資料に掲載 

④ 山梨県での実施 
・会議の開催 

開催日：2020 年 2 月 14 日（金） 
場所：山梨県木材会館（甲府市） 
出席者：県産材認証センター、県森林協会、県木材製品流通センター協

同組合、県建築士事務所協会、県木造住宅協会、行政（県森林環

境部）、県森連、県内の森林組合、県木材協会、全木連 
  ※会議の中で、クリーンウッド法の登録事業者（静岡県・（株））マルホ

ン）による講演を実施 
⑤ 北海道での実施 

・会議の開催 
  開催日：2020 年 3 月 10 日（火） 

場所：第二水産ビル 8 階会議室（札幌市） 
  出席者：県木協、県森連、家具組合、全木連 

 
協議会では、全木連から担当者が出席し（宮崎県を除く）、本事業の実施状況、

全国協議会の結果報告、クリーンウッド法の取組状況と登録の現状についての

報告の後、参加者からの意見交換が行われた。 
［協議会の場で出された主な意見・質疑］ 
〇素材生産事業者は、クリーンウッド法は自分たちには関係ないと思っている

ところが多い。 
〇林野庁ガイドラインの認定事業者による合法木材証明は当たり前。さらに、

クリーンウッド法の登録までする必要はない、と考えているところが多い。 
〇林野庁ガイドラインとクリーンウッド法が併存しているうちは、クリーンウ

ッド法の普及はなかなか進まないのでは。 
〇クリーンウッド法は、もともと海外の違法伐採材を排除するための法律。外
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材を扱っていない事業者はぴんとこない。世界を見据えて作った法律に対して、

ローカルな商売をしている事業者にとっては、自らのビジネスと結びつけて考

えにくい。 
〇オリンピック・パラリンピックの木材調達については、一時的な話題にはな

ったが、永続的な取組につながっていない。 
〇林野庁ガイドラインの認定のほうが、クリーンウッド法の登録よりも安いの

でやりやすい。 
〇登録については、出口（販売先）から求められなければ、企業のステータス

が上がるといった程度のメリットでは進まない。 
〇消費者、建設・建築会社への PR が重要。 
〇登録してくれと PR するより、登録が必要となるような状況を作り出していく

ほうが効果的。 
〇登録のインセンティブとなる対策としては、外構部の木質化対策支援事業の

ような単発ではなく、恒久的な措置が欲しい。 
〇現場サイドではなく、企業のトップが動けば登録も進む。 

 
〇合法証明書や県産材の証明書は、客先の求めがないと出さない。 
〇森林認証制度とクリーンウッド法を混同している事業者も多く、混乱してい

る状況。 
〇設計士、建築業者、市町村の建築担当者・営繕関係者は、クリーンウッド法

については、ほとんど知らない。 
〇合法伐採木材を使ってもらうには、川下側（建築業者）に PR することが必要。

川上川に PR しても広がらない。 
〇（登録事業者）登録の制度ができてすぐに登録したが、その当時は具体的な

メリットはほとんどなかった。しかし、取組が進む中で最近徐々に反応が出て

きた感じがする。住宅メーカーが他社との差別化を図る動きの中で、ここ 2～
3 年関心を持つところが出始めている。また、エンドユーザーについても、シ

ョールームで我々の取組を丁寧に説明することで、環境に配慮した木材に関心

をもって興味深く聞いてくれる人も出てきた。環境意識の高いユーザーに訴求

する余地は出てきたと感じる。ただし、まだ認証材だからと言って高く売れる

状況にはない。 
〇発注する側が、環境を意識した製品を要求することは、まだない。川下の需

要を増やせば、その対応として供給側もやるようになる。 
〇合法伐採木材を使いたいと思っても、どこに相談したらよいのかわからない。

コンサルタント、コーディネーターがいると良い。 
〇合法伐採木材を使って家を建てると、住宅ローンの金利が優遇されるという

- 17 -



ような措置があると広がるのでは。 
〇設計士や建築関係者の集まりの場で、クリーンウッド法や森林認証について

の情報提供をしてほしい。 

 
地方協議会の様子（写真） 

 

  

宮城県での地方協議会         富山県での地方協議会 

 

  

 山梨県での地方協議会         北海道での地方協議会 
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第３章 全国レベルでの合法伐採木材等の普及啓発活動 

 
 大消費地圏で開催されている、木材・建材・住宅関連の全国レベルの展示会

に出展し、クリーンウッド法や合法伐採木材についての PR を行った。各展示

会での活動状況の詳細は、以下の通り。 

 
１ ウッドワンダーランド 2019 への出展 

「日本木工機械展／ウッドエコテック 2019」の併催行事として、「ウッド

ワンダーランド 2019」（主催：（一社）日本木工機械工業会）が、令和元年 10

月 3 日（木）から 6 日（日）の 4 日間、ポートメッセなごや第 1 展示館（名

古屋市港区金城ふ頭）において開催され、会期中全体で約 25,000 人の来場が

あった（日本木工機械展／ウッドエコテック 2019 とウッドワンダーランド

2019 の合計入場者数）。この展示会に出展し、合法伐採木材の利用促進、ク

リーンウッド法の周知のための PR 活動を行った。出展に当たっては、合法木

材認定団体及び合法木材供給認定事業者の協力を得て実施した。 

 主な展示等内容は、以下の通り。 

a  合法木材製品（まな板、湯桶、お盆等の小木工品）の展示 

b クリーンウッド法の紹介タペストリーの展示、説明 

c  クリーンウッド法の関連資料（パンフレット等）の配布 

 
２ Japan Home & Building Show 2019 への出展 

令和元年年 11 月 13 日（水）から 15 日（金）に、東京都江東区有明の東

京ビッグサイト西展示棟で開催された「Japan Home & Building Show 2019」

（主催：（一社）日本能率協会）の中の「ふるさと建材・家具見本市」に、ク

リーンウッド法及び合法伐採木材の理解度の向上と合法伐採木材の住宅等へ

の利用拡大を目的とし出展した。展示会全体の来場者数は約 17,800 名であっ

た。この展示会でも、出展に当たっては、合法木材認定団体及び合法木材供

給認定事業者の協力を得て、合法伐採木材の木製品の展示等を行って普及 PR

した。 

主な展示等内容は、以下の通り。 

a  合法木材製品（まな板、湯桶、お盆等の小木工品）の展示 

b クリーンウッド法の紹介タペストリーの展示、説明 

c  クリーンウッド法の関連資料（パンフレット等）の配布 
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３ WOOD コレクション（モクコレ）令和元年への出展 

 
令和元年 12 月 10 日（火）から 11 日（水）に、東京都江東区有明の東京

ビッグサイト南 3-4 ホールで開催された「WOOD コレクション（モクコレ）

令和元年」（主催：東京都）に、クリーンウッド法及び合法伐採木材の理解度

の向上を目的とし出展した。展示会全体の来場者数は約 4,200 名であった。 

主な展示等内容は、以下の通り。 

a  合法木材製品（まな板、湯桶、お盆等の小木工品）の展示 

b クリーンウッド法の紹介タペストリーの展示、説明 

c  クリーンウッド法の関連資料（パンフレット等）の配布 

 
ウッドワンダーランド 2019 の様子 

 

展示の様子① 

 

展示の様子② 
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Japan Home & Building Show 2019 の様子 

 

全木連の展示の様子 

 

 

会場内の様子 
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WOOD コレクション（モクコレ）令和元年の展示の様子 

 
ブース内展示の様子① 

 
ブース内展示の様子② 

 
オープニングセレモニーの様子 
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[ 巻末資料 ] 

 

 

 

 

 

  １ 合法伐採木材利用促進全国協議会における林野庁説明資料 

１－１ 第 1 回全国協議会 

１－２ 第 2 回全国協議会 

 

 

２ 地方協議会における全木連説明資料 

 

 

３ 富山県合法木材普及促進地域協議会規約 
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 巻末資料1-1　第１回全国協議会での林野庁説明資料
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巻末資料1-2　第２回全国協議会での林野庁説明資料



- 38 -



- 39 -

巻末資料2　地方協議会における全木連説明資料
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2018 10

- 42 -



- 43 -



- 44 -



- 45 -



PDCA
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31 31

- 51 -



4 9 19

65

90
101

114
124 131 136

145 153 160

189 195
212

232

261

312

351
363

381
390 394 397
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巻末資料3　富山県合法木材普及促進地域協議会規約



- 58 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林野庁補助事業 

 

令和元年度 

協議会による普及啓発活動 

報告書 

 

2020 年（令和 2年）3月 

 

一般社団法人全国木材組合連合会 

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-4-3 永田町ビル 6F 

TEL：03-3580-3215 FAX：03-3580-3226 

URL： http://www.zenmoku.jp 

 

 

 


	空白ページ



